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１．事業概要

（１）

① 施　設

処理区数

 流域下水道等への接続の有無 無

1

　平成9年度に下水道基本構想を策定し、平成15年度、平成19年度、平成24年度と
見直しを行なっており、集合処理区域以外については、地形的な問題、人口密度、
家屋(かおく)間距離などから合併処理浄化槽を整備していくこととした。

　平成28年3月末現在において、5人槽216基、7人槽87基、10人槽13基、計316基を
管理しております。

処理区域内人口密度
（人/k㎡）

処理場数

法適用
（全部適用・一部適用）
非適用の区分

非適用
旧瀬戸町　　　  ：平成16年度（12年）

旧伊方・三崎町：平成19年度（　9年）

29.47

事業の現況

供用開始年度
（供用開始後年数）

　1区（公共下水道・小規模下水道区域以外の旧三崎町、旧瀬戸町、 旧伊方町
（一部）地域)

広域化・共同化・
最適化・実施状況*1

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を
指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に
基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通
知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施
する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理
的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区
の統廃合を伴わない。）を指す。



② 使　用　料

3,300 円 4,363 円

3,300 円 4,538 円

3,300 円 4,455 円

③ 組　織

平成25年度

平成26年度

職員数
　上下水道課は平成28年度現在10名（課長１名、上水道室５名、下水道室4名）を
配置しております。

　平成23年度において上水道課と下水道課が統合し上下水道課となり、水道事
業、下水道事業（特定環境保全公共下水道・漁業集落排水・特定地域生活排水）を
所管しております。

　 　5人槽　3,300円/月
　
　　 7人槽　3,800円/月
 
    10人槽　4,500円/月　　　1月当たり定額制

事業運営組織

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。（5人槽）

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみ

でなく業務用を含む）をいう。

平成26年度

平成27年度 平成27年度

一般家庭用使用料
体系の概要・考え方

条例上の使用料*2
（２０㎥あたり）
※過去３年度分を記載

平成25年度

実質的な使用料*3
（２０㎥あたり）
※過去３年度分を記載

2



（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析：別 紙 １ の と お り

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　現在の民間委託を継続していく予定であり、指定管
理者制度については未検討です。

　現在の民間委託を継続していく予定であり、ＰＰＰ・
ＰＦＩについては未検討です。

 イ　指定管理者制度

　浄化槽管理業務を民間業者に旧3町ごとに管理委
託しています。

民間活用の状況

　汚泥のエネルギー利用については未検討です。

　浄化槽設置申請者個人の宅地内に、浄化槽を町で
設置しているため該当しません。

資産活用の状況

 ア　民間委託
（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
（下水熱・下水汚泥・発電
等）　*4

 イ　土地・施設等利用
（未利用土地・施設の活用
等）　*5

3

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用

いた収入増につながる取組を指す。

*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につな

がる取組を指す（単純な売却は除く）。





２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別 紙 ２ の と お り

・計画的な事業執行

　これまでの建設投資に伴う公債費（元金償還費）の負担や、維持管理費の増加傾向から厳しい経営を強
いられています。限られた財政の中、適切な事業計画と財政計画をもとに経営を行なってまいります。また、
将来的には、公営企業会計適用により独立採算性を高め、経営状況を分かりやすく透明性を持たせるよう
努めます。

・効率的な事業執行

　業務の効率化とコスト削減に積極的に取り組み、これまでと同様に民間委託の活用による、更なる業務の
効率化を図ります。

・収入の確保と負担の適正化

　収入の確保と一般会計との負担区分の適正化を図り、財政基盤の強化に努めます。また、収入の確保の
ために下水道使用料を確実に徴収するとともに、事業実施に伴う補助金や企業債の資金を使用し計画的な
資金管理を行います。

・水洗化の促進

　公共用水域の水質保全のため、今後も浄化槽市町村整備推進事業により、年間１５基の浄化槽を整備し
ていきます。

　 平成２９年度から平成３８年度までの１０年間とします。
　 経営状況を確認し、随時見直しを実施します。
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① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明
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・財源の目標に関する事項
　
　浄化槽設置工事の財源として、国費、県費の補助金及び企業債、受益者負担金を充てると計画しており
ます。また、一般財源からの繰入額を極力減らすために、確実な使用料金の収納に努めます。

・使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項

　浄化槽設置基数の増加により、使用料収入も増収する見込みですが赤字補填を減らすよう使用料の見直
しを検討します。
　
・企業債に関する事項
　
　下水道事業債と過疎対策事業債を、発行可能額の2分の1づつで計画しております。

・繰入金に関する事項

　営業収益で賄いきれない営業費用及び、資本費の単独事業費については、基準外繰入で算定し、元利償
還に充てる繰入分については、償還額の60％を基準内で算定しました。

・投資の目標に関する事項

　計画期間中の補助事業については、年間あたり15基の浄化槽の設置を目標に計画しています。

・管渠、処理場等の建設・更新に関する事項

　計画期間中に耐用年数に達する浄化槽はありませんので、浄化槽の更新に関しては計画しておりませ
ん。

・防災・安全対策に関する事項

　計画期間中の事業の予定はありません。「下水道事業の業務継続計画（ＢＣＰ）」策定済み。
　

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況
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現在の使用料収入では今後の増大する営業費用を賄えない状況
であるため、使用料の見直しを行い一般会計からの繰入を極力抑え
ます。見直しにあたっては適正かつ公平な負担となるよう努めます。

使用料の見直しに関する事項

その他の取組
建設改良については、現在と同様、国の補助事業活用や交付税措
置の有利な起債を発行するなど、一般会計からの繰入に依存しない
適切な財源確保を検討します。

耐用年数を超える物は計画期間中にはありませんが、現在と同
様、年間あたり15基の浄化槽を整備していく予定です。

投資の平準化に関する事項

・職員給与費に関する事項

　事業規模が小規模なため職員給与はおいておりません。
　
・その他

　○修繕費に関する事項

　ブロワーなどの消耗部品交換が主な内容で、今後も設置基数の増加及び機器の老朽化に伴い費用の増
加が見込まれることから、財源の確保に努めていきます。
　
　○委託費に関する事項

　法令を遵守し法定検査の実施及び浄化槽の維持管理に努め、現在と同様、浄化槽管理業務を民間業者
に旧3町ごとに管理委託していく予定です。



③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項
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　毎年度、進捗管理（モニタリング）を行ない、また、5年毎に見直し
（ローリング）を行なうことにより、経営戦略の事後検証、更新を行
なってまいります。

経営戦略の事後検証、更新等に関す
る事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、
指定管理者制度、PPP/PFIなど）

　現在と同様、民間委託を継続していく予定です。

修繕費に関する事項
ブロワーなどの消耗部品交換が主な内容で、今後も設置基数の増
加及び機器の老朽化に伴い費用の増加が見込まれることから、財
源の確保に努めてまいります。

委託費に関する事項
　法令を遵守し、法定点検を実施し、浄化槽の適正な維持管理を
行っておりますので、委託料の削減は困難であると考えております。

その他の取組
　整備区域内の住民に対してアンケート調査等を行い効果的な水洗
化促進に努めます。


